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●

●

取
組
方
針

　モニターに再度制度の周知を行
うとともに、制度を積極的に活用
できるよう、声を出しやすい環境
づくりの手法を検討し実施しま
す。

取
組
結
果

平成25年度の取り組み内容

南魚沼市アクションプラン

事　務　事　業　名

担当課 秘書広報室

1 市民参画の推進

これまでの取り組み

　大勢の皆さんに興味をもっ
ていただくために、メイン
テーマの選定について担当課
だけでなく、庁議で広く意見
を募りました。

現状と課題・基本方針

現状と課題・基本方針

これまでの取り組み

　制度の有効活用に向け、次
期モニター委嘱時の制度周知
の在り方について検討を進め
ました。

あまり満足できない

満足できない

満足できない

H24行政改革推進委員の総合評価

取
組
結
果

満足できる

平成24年度の取り組み内容

 モニタ ーが、 よ り 市政に関心
を持っても ら う ための工夫が必
要。 成功し ている 例も ある の
で、 参考にし ながら 、 市民の声
を吸い上げる 仕組みを検討すべ
き 。

　 市長と 市民が直接意見交換出
来る 交流の場と いう 位置づけで
継続すべき 。

　平成24年度の改選の際には、モ
ニターの定員数を確保するととも
に、委嘱時の制度説明を十分行い
し、提言をしやすい体制づくりを
整備します。
　また、アンケート調査につい
て、庁内各部局の要望を受けた中
で有効なアンケート調査を行う体
制を検討します。

　平成24～25年度のモニターは、
ほぼ定員の37人を確保しました
　アンケート調査については、庁
内各部局から要望を受け、今年度
は2テーマの調査を実施しまし
た。
　さらに、Ｅメールなどでも提言
やアンケートの回答ができるよう
調整しました。

コメント

どちらとも言えない

　市内16会場での開催はそのまま
継続しながら、さらに市内の各種
団体との懇談会や幅広い世代への
情報発信を行う体制を検討し、市
政情報発信の在り方を全体的に見
直します。

取
組
方
針

コメント

平成24年度の取り組み内容

　今後の在り方について課内で改善策
を検討しました。参加者からの改善に
向けたご提案も、それそれのご都合に
合わせるものがほとんどで、すべての
方のご都合に合わせることでの参加者
増は、開催回数に限界がある中で、物
理的に改善策が見い出せない状況でし
た。
　止む得ずこれまでの行政区中心の手
法は、継続していくこととしました。
　平成25年度からは、地区別での実施
に加え、新しい形の市政参画を進めて
いくこととし、アクションプランとし
ての検討は終了します。

取
組
結
果

まあまあ満足できる

どちらとも言えない

あまり満足できない

平成25年度の取り組み内容

H24行政改革推進委員の総合評価

取
組
方
針

まあまあ満足できる

満足できる

取
組
方
針

取
組
結
果

１.市政モニター制度の見直し

２.市政懇談会の見直し

　平成20年度に、従来の市政
モニター制度を見直し、要綱
を設置しました。市政への前
向きなご意見やご提案をいた
だいたり、市からのアンケー
ト調査に協力していただいて
います。
　任期は2年で各年齢・男女別
に60人程度の候補者を無作為
抽出しモニターとして依頼し
現在24人に委嘱しています。
　定員は40人以内としている
ことから、次回の改選時は、
定員の確保を目指します。ま
た、積極的な参画、提言はほ
とんどなく、アンケートに答
えるだけの状況なので、もっ
と制度を積極的に活用できる
ような手法を検討する必要が
あります。

 毎年、４月下旬から７月上旬
にかけて市内全域（16箇所）
で開催しており、当該年度の
予算や実施事業についての説
明と、市長と市民の直接情報
交換を行う大切な機会として
います。
 合併当時は1,200人の参加が
ありましたが、参加者数も減
少傾向にあり、平成23年度は
570人でした。若い世代や女性
の参加者が少ないことも課題
となっています。
 今後、幅広い世代の方から参
加していただき、市政をより
身近に感じ、興味を持ってい
ただき、市政に参画していた
だく手法を検討していきま
す。

自立した活力あふれるまちづくりには、市民と行政のパートナーシップが不可欠です。

取り組み開始：平成23年度

取り組み開始：平成23年度

事　務　事　業　名

担当課 企画政策課

取り組み完了予定：平成25年度

取り組み完了：平成24年度

H24年度完
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南魚沼市アクションプラン

1 市民参画の推進 自立した活力あふれるまちづくりには、市民と行政のパートナーシップが不可欠です。

●

●

取
組
結
果

取
組
方
針

取
組
方
針

　FMゆきぐにの浦佐地区の難聴解
消のために、同社の中継局等の施
設整備事業を支援します。緊急告
知ラジオを540台購入し行政区の
役員等配布します。平成25年度で
行政区役員への配布は完了しま
す。
　緊急情報メール配信システムの
周知・登録を促進します。
　自主防災組織の機能強化につい
ては、引き続き啓発に努めます。

取
組
結
果

　 も っと 市民への周知方法の工
夫が必要。

　 緊急時の市民への情報伝達方
法について、 年齢層によ って対
応が異なる 。 特に高齢者対策を
早急に。
緊急告知ラ ジオについて、 市民
への説明が不十分と 感じ る 。 改
善が必要。

コメント

まあまあ満足できる

どちらとも言えない

あまり満足できない

満足できない

どちらとも言えない

あまり満足できない

満足できない

平成24年度の取り組み内容 平成25年度の取り組み内容

平成24年度の取り組み内容 H24行政改革推進委員の総合評価

まあまあ満足できる

平成25年度の取り組み内容

　総額を1200万円増し、地区セン
ターの開館時間の統一を進め、機
能の拡大と定着を図ります。
　事務長の人件費算定に実態を反
映させます。
　また、基礎事業に追加配分枠を
設け、地域の要望の積み残しや緊
急に発生したものに対応できる仕
組みにします。

　毎年度発生する様々な地域要望
に対応するのみではなく、地域の
中長期的なビジョンの達成も可能
となるように、基金の積み立てを
可能とする制度を創設します。
　引き続き六日町地区における活
動拠点の検討を行います。
　分館事業の実施については、地
区により相違点もあることから、
実態調査と検討を行います。

取
組
結
果

　基金の積み立て及び災害による繰越
などを制度上認め、柔軟な事業執行が
できるようにしました。
　六日町地区における活動拠点は施設
の空き状況に合わせて具体化すること
で方針を決定しました。また、六日町
地区では基礎事業への取り組みを開始
することが方針決定されました。
　分館事業の実施については、社会教
育課の地域とのかかわりについて方針
決定に向けた調整を進めています。

取
組
方
針

コメント

H24行政改革推進委員の総合評価

満足できる

取
組
結
果

　緊急告知ラジオは、1000台を行政区
の役員等に配布しました。FMラジオの
難聴対策については、平成25年度実施
に向け調査、協議等を行いました。
　緊急情報のメール配信システムへの
登録数は3164件で、概ね当初の見込み
どおりでした。
　自主防災組織については、行政区長
会や土砂災害指定地域の行政区での説
明会等で機能強化の啓発に努めまし
た。

満足できる

取
組
方
針

　緊急告知ラジオの配布、それに
あわせてのＦＭ放送の難聴地域の
解消対策、構築した緊急情報の
メール配信システムの周知と登録
の促進及び防災訓練での活用によ
り、防災意識の高揚と地域防災体
制の強化を推進します。

３.地域コミュニティ活性化事業
の推進

４.地域防災体制の見直し

 市民主体のまちづくり活動を
推進するため、市内12地区の
地区協議会へ、活性化支援と
拠点支援の交付金を交付して
います。活性化支援について
は、青線・赤道の修繕や維持
管理などを迅速に行うための
基礎事業と、住民相互の連携
強化に向けた地域連携づくり
を促進する提案事業を対象と
しています。
 体制は定着してきましたが、
地区により実施形態や関わり
方などの事情も様々で、地域
間の温度差があります。
 今後、地域で実施することに
より事業効果の増大が見込ま
れる事業への事務権限の移譲
を促進するとともに、地域的
な取組みの格差を是正し、交
付金額算定の合理化や組織強
化をより進める必要がありま
す。

　市内の自主防災組織の組織
率は96％となっていますが、
多くの組織では、区の役員が
兼務し、1年で交代しているこ
とから、実質的に機能してい
ない所もあります。
 平成23年7月の豪雨災害で
は、市内各所で交通手段が寸
断されたため、改めて地域内
での防災力の重要性が再認識
されました。今後、自主防災
組織の実質的な機能強化、緊
急時の迅速な情報伝達体制の
整備、指定避難所の見直しな
ど地域防災体制の在り方を市
民と行政が一体となり検討す
る必要があります。

事　務　事　業　名

担当課

現状と課題・基本方針

現状と課題・基本方針

これまでの取り組み

　地区の規模を反映させるた
め、基本額に進事業分(人口
割)を加算しました。
　提案・基礎の配分は目安を
示す程度とし、地区の裁量を
認める形にしました。
　基礎事業は、赤道に比べ市
道重視の傾向となったため、
市と地域コミの施工分の管理
区分を明確にしました。な
お、六日町地区は基礎事業の
取組みがない状況です。
　分館事業の実施に伴い、予
算を移行し財源補填の措置を
図りました。

これまでの取り組み

　緊急告知ラジオを関係機関
や行政区に配布するととも
に、コミュニティＦＭ放送の
難聴地域の解消に向けて電波
状況調査等を行いました。ま
た、緊急情報メール配信シス
テムを平成23年度末に構築
し、情報伝達体制の整備を進
めました。
　行政区長会、土砂災害指定
区域指定の行政区での説明会
において、自主防災組織強化
の啓発に努めました。

取り組み開始：平成23年度

取り組み開始：平成23年度

企画政策課

事　務　事　業　名

担当課 総務課

取り組み完了予定：平成26年度

取り組み完了予定：平成26年度
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南魚沼市アクションプラン

1 市民参画の推進 自立した活力あふれるまちづくりには、市民と行政のパートナーシップが不可欠です。

●

　市からの情報発信は、市報
や市の公式ホームページ(以下
ＨＰ)を中心に行っています。
平成23年2月にＨＰのシステム
等の更新を行うとともに、携
帯電話への情報発信システム
を搭載しました。今後メール
マガジン機能の活用、防災情
報発信システムの検討を行い
ます。
　また平成23年3月から、ＨＰ
で南魚沼市地理情報システム
(航空写真を含めた地図デー
タ)を公開しています。
　今後、ＨＰをよりわかりや
すく、より便利に使いやすく
するとともに、公開情報を増
やし、市民生活に密着した情
報手段として、工夫検討する
必要があります。

コメント

取
組
結
果

　引き続き防災関係団体での連絡
調整会議を開催します。
　即効性のあるＦＭラジオ・公式
ホームページによる情報発信をさ
らに充実させるとともにソーシャ
ルネットワーキングサービス(※)

等を活用した情報発信を検討しま
す。

※インターネット上で友人や知人等と
コミュニケーションができるサービス
です。

　地域防災体制の見直しと連携
し、災害時における情報発信の充
実に努めるとともに、即時性のあ
るＦＭラジオ、公式ホームページ
による情報発信を充実させ、普段
から聴く・見る習慣の体制強化を
推進します。

　 色々な方法で、 その年代に合
わせた情報発信を考えていく 必
要がある 。 新し い方法を、 ま ず
はやってみる こ と が大切だ。

取
組
方
針

平成25年度の取り組み内容

満足できない

秘書広報室

まあまあ満足できる

取
組
方
針

平成24年度の取り組み内容

　庁内30人の広報委員を中心
に研修会を行いＨＰの即時性
と内容の充実に向けた取り組
みを進めました。
　また、災害時の有効・必要
な情報発信に向け、ＦＭラジ
オ・国・県の担当者等との情
報発信の有り方についての検
討に着手しました。

　災害時における有効・必要な情
報発信の充実に向け、ＦＭラジ
オ・電力会社・県などの担当者な
どの防災関係団体で調整会議を開
催しました。 取

組
結
果

どちらとも言えない

あまり満足できない

H24行政改革推進委員の総合評価

満足できる

これまでの取り組み現状と課題・基本方針

取り組み完了予定：平成　　年度

５.市からの情報発信の充実

取り組み開始：平成23年度

事　務　事　業　名

担当課
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●

●

　 バス 事業について、 他市に比
べ、 非常に消極的である 。 目標
年の27年度の実施に向け十分な
検討を期待し ている 。

取
組
方
針

　地域公共交通協議会において策
定されたネットワーク計画を実施
に移すための準備期間とします。
　平成27年度の医療機関再編に対
応したバス交通体系を目指し、よ
り現実的で持続可能な計画として
いくために協議会で事後評価を行
い見直し検討し、本格実施に向け
た検証を引き続き行っていきま
す。

取
組
結
果

現状と課題・基本方針 平成24年度の取り組み内容 平成25年度の取り組み内容

平成24年度の取り組み内容 平成25年度の取り組み内容

　各係・班ごとに事務事業検
討シートの作成を依頼しまし
たが、23件の提出しかされ
ず、全体の3割弱となっていま
す。問題点及び改善点等の洗
い出しが十分にできませんで
した。

これまでの取り組み

　庁内検討会を開催し、問題
点の洗い出しを行いました。
　平成23年度には、地域公共
交通協議会を立ち上げ、国土
交通省の補助事業である地域
公共交通確保維持改善事業を
実施するための関係要綱等を
整備しました。

取
組
方
針

　事務事業検討シートの定着化に
向けての取り組みを継続するとと
もに、職員提言の中から、意欲的
かつ積極的な意見の実現に向け、
庁内全体で取り組む体制づくりを
進めます。

取
組
結
果

H24行政改革推進委員の総合評価

担当課 都市計画課

南魚沼市アクションプラン

事　務　事　業　名

2
事務事業の改善
と推進

担当課 企画政策課  効率的な行政運営の実現のた
めには事務事業の点検や見直
しが不可欠です。具体的な手
法として、当該事業の必要
性・有効性・整合性・緊急性
等について検討する事務事業
検討シートを導入し、主に新
規事業や継続事業について検
討してきました。現在は恒常
的業務については、作成して
くる例が少ない状況です。
 今後は、制度の定着のため、
恒常的業務も含めて検討を行
うとともに、検討シートの様
式を見直し提案しやすいしく
みづくりと機能化を図る必要
があります。

取り組み開始：平成23年度

取り組み完了予定：平成25年度

現状と課題・基本方針 これまでの取り組み

まあまあ満足できる

満足できない

あまり満足できない

満足できない

　提案時の様式を簡略化し、事務
事業検討シートの定着を図りま
す。
　また、職員自身に事務事業の見
直しについての問題意識を根付か
せるため、平成24年度は実施計画
掲載事業を重点的に検討します。

取
組
方
針

　事業の改減・廃止に対応する様式を
改め、全職員が自己の業務について見
直しを行い、各班・係で検討後、部で
まとめてあげてもらう作業を全庁で実
施しました。全体で16の提案があり、
その中で次年度のアクションプランに
あげていく項目を検討しました。
　また提案の有無にかかわらず、まず
は係内での検討をすることも重要なス
テップと捉え、再度各班・係に検討会
議の開催を促しました。55班係のうち
17班係が実施。
　実施計画の掲載事業は、策定の中で
十分な検討を行いながら進めました。

取
組
結
果

　 市民が常に見ている と いう 意
識を職員へ植え付ける 必要があ
る 。

まあまあ満足できる

どちらとも言えない

どちらとも言えない

あまり満足できない

　地域公共交通協議会において、
地域公共交通確保維持改善事業の
調査事業を実施します。
　この事業では、公共交通の維
持、再編を見据えた調査やアン
ケートを実施し、事業者ごとの役
割と分析を行う予定です。

　地域公共交通確保維持改善事業
補助金を活用し、公共交通協議会
の調査事業として、地域交通の実
態調査、ニーズ把握のアンケート
調査、デマンドタクシーの短期実
証調査を行いました。
　協議会では地域公共交通の課題
を整理し、生活交通ネットワーク
計画の策定に向けて議論を重ね、
計画の方針を示しました。

満足できる

コメント

H24行政改革推進委員の総合評価

満足できる

コメント

取
組
方
針

取
組
結
果

６.事務事業見直し体制の確立
と機能化

７.市内バス交通の再編の検討

事　務　事　業　名

取り組み開始：平成23年度

取り組み完了予定：平成27年度

 自家用車の普及や人口減少に
より公共交通の維持が困難と
なる中、市は単独費で市民バ
スを運行し公共交通の空白地
帯の解消に努めています。
　しかし財政的な負担増や地
域で統一されていない運行体
制、有料化など様々な課題を
抱えています。
　今後、移動手段を持たない
高齢者の増加が確実となる
中、市のバス施策をどうする
べきか、保育園バス、スクー
ルバス、病院バスも含めて基
幹病院の開院による医療機関
再編にあわせて、バス交通の
再編が必要となっています。
 


社会情勢の変化や市民の多様なニーズに合った効果的な事務事業であるかを常に検証し、改善に努めます。
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●

●

　ごみ処理施設は用地の確保が最
大の課題となります。用地決定に
は年数を要することから平成25年
度は候補地の選定を行います。どちらとも言えない

平成25年度の取り組み内容

取
組
結
果

　策定した延命化計画書では、施
設の使用期間を20年(平成35年)と
しました。これを受け次期ごみ処
理施設の広域化等について関係市
町と協議し、当市においては、魚
沼市、湯沢町との広域化で進める
ことに決定しました。今後の計画
について3市町で協議を継続して
います。

取
組
方
針

取
組
結
果

取
組
方
針

　初めて実施した申告会場の１本
化についてアンケートなどを参考
にしながら検証を行い、今後の相
談業務の体制の改善へつなげま
す。

取
組
結
果

平成25年度の取り組み内容現状と課題・基本方針

現状と課題・基本方針

 確定申告の受付を3庁舎で分
散して実施していますが、駐
車場不足などの施設的な課
題、また申告時だけ他部署か
ら応援を行う職員の知識不足
に伴う受付誤りなどの課題が
あり、混雑や待ち時間の長時
間化を招いています。
  限られた期間の中で、効率
的かつ確実な確定申告をする
ために、申告書の自主作成や
電子申告を促進するととも
に、会場の一本化を検討し進
めていくことが望ましいと考
えています。

 近年、人口減少やごみの減量
化に伴いごみの処理量は減少
傾向にありまが、ごみ処理に
は莫大な経費がかかっていま
す。
 現施設の寿命は20年程度と言
われていますので、早い段階
から事前の対策会議を設置
し、専門的知識の習得と学習
を計画的に行い、ごみの広域
的処理も含めて、将来的なあ
り方を議論する必要がありま
す。

　受付会場の一本化の課題に
ついてまとめ、関係部署との
協議を行った結果、平成24年
分の申告から市民会館を会場
に一本化が決定しました。

これまでの取り組み

　施設建設メーカー、コンサ
ルタント、市職員で延命方針
対策協議会を立ち上げ、4回協
議を行い、“可燃ごみ処理施
設延命化計画書”を策定しま
した。
　協議の結果、施設建設後9年
～11年をピークに、電気機器
部品の交換に多額の費用がか
かる予測が立ちました。機器
の耐用年数や交換時期等を精
査することで施設の延命化と
費用の低減化を図ることとし
ました。

H24行政改革推進委員の総合評価平成24年度の取り組み内容

まあまあ満足できる

満足できる

取
組
方
針

　Ｈ23年度に立ち上げた広域化検
討協議会での検討結果を踏まえ
て、広域の対象となる関係市町を
含めた協議を行い、将来の統合を
考えた検討会を実施します。

コメント

H24行政改革推進委員の総合評価

満足できる

あまり満足できない

満足できない

まあまあ満足できる

平成24年度の取り組み内容

事　務　事　業　名

担当課 廃棄物対策課

担当課 税務課

あまり満足できない

満足できない

コメント

どちらとも言えない

　会場の一本化について十分な広報を
行い、周知を図ります。
自書申告を推進するため、書き方教室
（仮称）を開催します。
　高度な相談にも対応するなど、質を
向上させ、併せて待ち時間の短縮や混
雑の緩和を図ります。
　休日相談の増加・充実を図ります。
　相談時間の延長日を設置します。
　会場が遠くなることにより、申告が
できない方への対応策を検討します。

　会場変更の周知として、12/1号及び1/15号の市報に掲載、ＦＭゆきぐに
でのＦＭ放送の実施、2/1に行政区長あてに各戸にチラシの配布を行いま
した。
　サービスの向上をめざし、休日相談日と時間延長日（午後7時まで受け
付け）を開設しました。（各2日間）
　交通確保の難しい方の対応として、各市民センターにおいて、3日間の
事前相談会を行いました。受付時に簡易な申告内容と複雑な内容に区分
し、待ち時間の短縮を図りました。会場に来られた方へアンケートを実施
しました。
　日々の業務終了時と期間終了後にリーダー会議を開催し改善点の洗い出
しを行いました。

　 今後と も 反対者への十分な説明
を行い理解を得る 必要がある 。 初
年度での課題について次回に改善
を期待し たい。

取
組
方
針

取
組
結
果

　 計画性を持って進めてほし い。

８.確定申告受付体制の見直し

９.ごみ処理施設の将来的なあ
り方についての検討

取り組み完了予定：平成25年度

取り組み開始：平成23年度

取り組み開始：平成23年度

取り組み完了予定：平成　　年度

これまでの取り組み

事　務　事　業　名
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●

●

取
組
方
針

　見直し案の内容ついて、職員へ
の説明会の開催や意見聴取等によ
り周知及び充実を図ります。

満足できる

これまでの取り組み

取
組
結
果

あまり満足できない

H24行政改革推進委員の総合評価

平成25年度の取り組み内容平成24年度の取り組み内容

取
組
結
果

　策定した文書管理手引書及び分
類表、保存年限表の案を、担当部
署でチェック作業を行い完了しま
した。
　保存年限の変更は、各主管課長
としました。
　文書管理システムの導入につい
ては、他市の事例を見て、コスト
の割にメリットが少ないことから
導入を見送ることとしました。

平成24年度の取り組み内容 平成25年度の取り組み内容現状と課題・基本方針

 地方公共団体の事務処理のほ
とんどが文書を通じて行われ
ているため、情報公開制度に
おいても、公開・開示すべき
情報の多くは文書を指すこと
になります。市では年々増加
していく文書の管理が大きな
課題となっています。
 平成22年度に庁内で立ち上げ
た文書管理検討委員会におい
て、文書保管の基準の見直し
をはじめました。既存の文書
の整理基準や保存年限を見直
すとともに、文書整理を行う
ことで、情報公開への迅速な
対応と業務の効率化が図られ
ます。
 

担当課 総務課

事　務　事　業　名

取
組
方
針

満足できない

まあまあ満足できる

どちらとも言えない

コメント

あまり満足できない

H24行政改革推進委員の総合評価

　保存文書の適正管理のために定
期的に文書廃棄月間を決め文書の
総量を増やさないための対策を検
討します。

　

取
組
結
果

　Ｈ23年度に比べ、年間発送数の
削減数は減少しましたが、毎年続
けることにより、無駄処理の累積
を防ぐことができました。
　一定の成果が確認できましたの
で、取り組みは継続しますが、ア
クションプランとしては今年度で
完了します。

取
組
結
果

取
組
方
針

　Ｈ23年度中の口座振替結果をも
とに常習的な口座振替不能者の洗
い出しと納付書払いへの移行をす
すめ、無駄処理の更なる解消を図
ります。

満足できる

取
組
方
針

満足できない

コメント

まあまあ満足できる

どちらとも言えない

　 も っと 早い段階で実施し たな
ら 、 も っと 収納率の向上に繋げ
る こ と が出来ただろう 。 今後も
地道に継続し てほし い。

　市では、税金などの納付に
ついて、口座振替を推奨して
いますが、常習的な口座振替
不能者が多く存在し、事務効
率が悪い状況となっていま
す。
　口座振替業務を整理し、口
座振替と納付書払の対象者を
厳選することにより無駄な処
理の解消を図るとともに、収
納率の向上と業務の効率化を
目指します。

10.文書管理の見直し

11.口座振替業務の見直し

取り組み開始：平成23年度

取り組み開始：平成23年度

事　務　事　業　名

取り組み完了：平成24年度

　文書の種類、整理、保管、
保存、廃棄等文書管理全般に
関する「南魚沼市文書管理手
引書（案）」及び「分類表」
「保存年限表・基準表」の案
を策定しました。
　本庁舎方式の移行にあわ
せ、「断捨離プロジェクト」
を起案し、書庫や倉庫の整理
を実施しました。

これまでの取り組み

　常習的な口座振替不能者
を、「1年間1度も口座振替で
きなかった者」とし、平成23
年度から対象者を納付書払い
へ移行してきました。
　その結果「口座振替不能通
知」の年間発送数を抑えると
ともに、通知による効果件数
も1割程度上昇しました。ま
た、郵送料の削減にもなりま
した。

現状と課題・基本方針

取り組み完了予定：平成25年度

担当課 税務課

H24年度完
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平成24年度の取り組み内容 平成25年度の取り組み内容

 パソコンをはじめとする情報
通信機器の導入や情報のネッ
トワーク化の進展により、ほ
とんどの行政事務がシステム
化され、市民の利便性の向上
と業務改善・効率化が図られ
ました。一方、電算管理にか
かる費用は高額となってい
て、とくにシステムの更新等
には、十分な研究を行い、庁
内全体を調整しながら、すす
めていく必要があります。
 また、新たにマイナンバーへ
の対応、証明書のコンビニ交
付、さらに他の自治体でも始
めている総合窓口化およびそ
のアウトソーシングなどにあ
わせたシステムの研究も必要
となっています。

H24行政改革推進委員の総合評価

取
組
方
針

　次期システムの更新が、平成27
年となっていることから、平成24
年度に庁内の検討委員会を立ち上
げます。次期システムの選考を中
心に、自動交付機の在り方とそれ
に伴う証明書のコンビニ交付の検
討、電子決裁の導入、納付書の規
格統一化のなどの検討を行いま
す。

満足できる

取
組
結
果

　次期システムの更新に合わせ、シス
テム選考委員会を立ち上げ、選考を進
めましたが、マイナンバー法案の廃案
に伴い、マイナンバー関連項目をシス
テム調達仕様に含めることができない
ため、選考時期を１年先送りすること
としました。
　また、証明書等の交付方法の検討に
ついては、庁内検討のほかに先進地へ
の視察や企業のデモ視察を行いまし
た。

取
組
方
針

　引き続き選考委員会による選考
を進めます。
　窓口業務の外部委託の検討にあ
わせ、証明書の交付方法の有り方
と次期システム更新時に総合窓口
対応が可能であるかも含め検討し
ます。
　また、システムのクラウド化に
よる経費圧縮が可能であるか調査
を行います。

まあまあ満足できる

どちらとも言えない

あまり満足できない

満足できない

コメント

　 電算シス テム関連の進歩は、
非常に速く 対応も 難し い。 専門
性が高く 評価が難し い。

現状と課題・基本方針

12.電算管理システムの検討

取り組み開始：平成24年度

担当課 情報管理室

事　務　事　業　名

取り組み完了予定：平成26年度

これまでの取り組み

取
組
結
果
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平成24年度の取り組み内容 平成25年度の取り組み内容

 メール配信システムについて
は、消防職員を除く市職員で720
件の登録があり、行政職員は、ほ
ぼ全員が登録しました。全職員に
「職員用防災マニュアル（初動
編）」を配布し、職員の初動防災
体制の整備に努めました。

取
組
方
針

　新年度には、消防団の編成や行政区
長の交代などがあることから再編につ
いて改めて説明会を行います。
　部の統合により、各部においては部
員の増加や活動範囲の拡大があること
から、各部の災害時の出動体制や活動
に支障が生じないよう各方面隊や部に
十分な説明を実施し、平成26年度には
全体が計画に基づいた組織への移行を
行います。

取
組
結
果

平成25年度の取り組み内容

南魚沼市アクションプラン

事　務　事　業　名

担当課 消防本部

3

担当課 総務課

組織改革・
人材育成の推進

事　務　事　業　名

　近年の消防団を取り巻く環
境は大きく変化しています。
少子化や人口減少による若年
層が減少し、現役団員の負担
が増大しています。団員の職
業構成は、ほとんど被雇用者
で日中不在の割合高く、各部
の団員数も地域によりバラツ
キがあります。ただ、団員数
の面だけで言えば、県内の自
治体の中でも多い状況です。
　消防用施設装備及び機動力
もほぼ整備がなされ、今後は
団員数減少による消防力の低
下防止と団員の負担軽減のた
め、部の合併を積極的に推進
する必要があります。

　例年行っている防災訓練
は、主に部署ごとに担当を振
り分け、人員を配置していま
した。
　しかし、平成23年7月の豪雨
災害の際には、市内各地で道
路が冠水し、職員が集合でき
ない事態となりました。
　このことを教訓にして、交
通手段が寸断された場合や夜
間休日等の想定も考慮し、今
後の人員配置や情報伝達体制
の見直しが必要となっていま
す。

現状と課題・基本方針 これまでの取り組み

　平成23年度には六日町1-
16(下大月)、1-17(上大月)を
統合し1-16(上下大月)とし、
小型ポンプ車1台を削減できま
した。大和5-4(谷地)、5-5(高
田)を統合し5-5(谷地・高田)
としました。
　また消防団再編の基本構想
策定し1月に団長・方面隊長に
趣旨説明を行いました。

これまでの取り組み

　職員への災害情報伝達及び
招集・状況確認が、携帯電話
を通して一斉に行えるメール
配信システムを平成23年度に
構築しました。
　職員に配布する対応マニュ
アルの検討を行いました。

現状と課題・基本方針

H24行政改革推進委員の総合評価

H24行政改革推進委員の総合評価

取
組
方
針

まあまあ満足できる

どちらとも言えない

　4月上旬の消防団幹部会議に再編の
方向性を提示し理解を求めます。7月
下旬に再編計画の素案完成させ、8月
の消防団幹部会議に計画提示します。
9月は消防団各部・各行政区に計画提
示し意見を求めます。11月に再編に対
する要望意見を取りまとめ、12月計画
の細部調整し最終計画とします。 満足できない

取
組
結
果

満足できる

コメント

あまり満足できない

　再編計画について議会総務文教委員
会、市消防審議会の審議を経て、各地
区の行政区長、消防団部長を対象に説
明会を開催しました。
　大和方面隊では再編が完了し平成25
年4月1日から新たな体制での活動を始
めます。市の消防団全体では平成26年
4月1日をもって統合する予定になりま
した。

平成24年度の取り組み内容

あまり満足できない

満足できない

取
組
方
針

 災害時等の業務対応について
は、地域防災計画や業務継続計画
により各部署で、具体的な見直し
を行います。

取
組
結
果

コメント

取
組
方
針

　新たに構築したメール配信シス
テムを職員に周知・登録を促しま
す。
　災害で所属先に集合できない場
合の対応など、災害発生時の職員
の初動対応についてのマニュアル
を職員に配布します。
　災害時やインフルエンザ発生時
における業務継続計画における各
部署の対応体制の見直しを進めて
いきます。

取
組
結
果

満足できる

まあまあ満足できる

どちらとも言えない

　 具体的に統合が進み大き な進
歩だ。 コ ス ト 面でも 評価でき
る 。

効率的、効果的な組織機構を編成するとともに、さまざまな行政課題に対応できる企画・実行力を持った職員を
育成します。

13.消防団の統合の検討

14.初動防災体制の見直し（防
災訓練時も地域、人ごとの職
員配置）

取り組み開始：平成23年度

取り組み開始：平成23年度

取り組み完了予定：平成25年度

取り組み完了予定：平成25年度
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南魚沼市アクションプラン

3
組織改革・
人材育成の推進

効率的、効果的な組織機構を編成するとともに、さまざまな行政課題に対応できる企画・実行力を持った職員を
育成します。

●

●

平成25年度の取り組み内容H24行政改革推進委員の総合評価

取
組
結
果

　2年の試行を経て平成22年度
から本格実施しましたが、業
務目標の設定項目や業務の難
易度の考え方等様々な課題が
あります。
　今後、評価者と被評価者
が、十分な面談をとおして行
動計画策定段階で業務目標の
共有化を図るとともに、研修
などを実施し、制度の熟度を
高めていく必要があります。
　そして組織内の職員個人に
対する評価だけに向かわず、
組織全体の向上を目指すとと
もに、公正公平な評価制度と
しての確立を目指します。

　約970名の職員の意識が変わ
れば、市政を大きく変えてい
く力になると考えています。
研修内容の充実はもとより、
積極的に研修に参加できる職
場環境の整備や改善を図ると
ともに、適切な処遇を行うこ
とが、モチベーションを上げ
ていくことに繋がると考えて
います。
　また、担当業務が細分化さ
れ、専門性が求められていく
一方市全体の流れが職員間で
共有しにくい状況となってい
ます。

現状と課題・基本方針

現状と課題・基本方針

コメント

平成24年度の取り組み内容

あまり満足できない
取
組
方
針

　前年度実績の検証による課題の
検討を進めるとともに、評価者の
公平公正な評価の実施に向け評価
者研修を実施します。
　面談における行動計画目標設定
では、組織としての基本方針の明
確化に努めます。
　自己評価を通じて職員の本質・
傾向について分析をし、研修の内
容について検討します。

取
組
結
果

取
組
方
針

満足できない

コメント

H24行政改革推進委員の総合評価

満足できる

平成24年度の取り組み内容

取
組
方
針

　年度の早い時期に評価者研修を
行い、早い時点で行動計画を策定
し、個々の一年の計画を確定しま
す。
　所属方針設定シートが真の目標
になるよう、所属員に徹底すると
ともに、面談の中でも所属方針と
の整合性を確認します。

満足できない

　平成24年度当初から所属方針設
定シートを策定し、行動計画の目
標を明確にしました。
　自己評価を分析し、職員研修に
活かすことは、人事考課制度の熟
度を高めてから再検討したいと考
えます。

まあまあ満足できる

　各課主催の職場研修について、
平成24年度は各部１研修を開催す
るように努めます。
　自己研修制度の普及促進を図り
ます。

まあまあ満足できる

どちらとも言えない

あまり満足できない

取
組
結
果

　各課実施の庁内職場研修は、災害対
応のあった建設部と産業振興部を除き
全ての部で実施となりました。(292名
参加)
　職員研修の参加実績は次のとおりで
す。
・自己研修7名
・人事担当課主催研修245名
・自治研修所・総合組合の研修135名
　また、歴史親善友好都市である山形
県米沢市の「鷹山塾」に若手職員2名
を交流派遣しました。

どちらとも言えない

満足できる

これまでの取り組み

　評価制度の徹底に向け、新
たに評価者になった者を対象
に評価者研修を、新採用職員
への人事考課研修を実施し、
特に面談の目的と重要性につ
いて周知するように努めまし
た。
　庁内検討部会を設置し、制
度の運用の課題等について検
討し、制度の見直しを行って
います。

これまでの取り組み

　職員間の情報を共有する為
の各課主催の職場内研修は、4
研修実施しました。自治研修
所や市町村総合事務組合主催
の研修については、昨年度を
上回る職員の参加がありまし
た。
 自己研修制度の実績は2件で
した。

取
組
方
針

　職場研修と自己研修制度につい
ては、昨年度と同様に進めます。
また若手職員の政策課題研修の場
の検討を進めます。
　鷹山塾への参加を継続するとと
もに、友好都市等との研修交流へ
の拡大を検討します。

取
組
結
果

平成25年度の取り組み内容

　 面談は効果的。 今後も 継続し
ていく こ と が重要。

　 具体的な研修も 大切だが、 い
つでも 、 ど こ でも やれる 研修
は、 日々の業務の中にある 。 上
の者の姿勢や考え方が非常に大
切だ。

15.人事考課制度の検証

16.職員の意識改革向上への
対策

取り組み開始：平成23年度

取り組み開始：平成23年度

事　務　事　業　名

事　務　事　業　名

担当課 総務課

担当課 企画政策課

取り組み完了予定：平成　年度

取り組み完了予定：平成　年度
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●

●

平成24年度の取り組み内容

満足できない

満足できる

　前年度の検討や課題を踏まえ、
給食センターの民間委託化を含め
た業務体制について、引き続き検
討します。
　また、関連する運転員、校務
員、保育園給食員についても関係
課と協議しながら課題を共有して
いきます。

取
組
方
針

平成24年度の取り組み内容

あまり満足できない

　Ｈ24年度末に校務員の退職者3人、
Ｈ25年４月に開校する総合支援学校校
務員1人増により、４人の不足となり
ます。給食業務においての臨時職員の
急激な移行を緩和するため、Ｈ25年度
の体制は給食センター２人、校務員２
人の職員を減じ臨時職員にすることと
しました。
　また、将来的な給食センターの民間
委託化を想定し、配置計画を作成しま
した。

満足できる

これまでの取り組み

　県内20市の給食業務の民間
委託状況や近隣自治体の委託
内容の資料収集を行いまし
た。
　現業職員数の将来予測と民
間委託を想定した配置計画の
作成しました。
　給食にかかる民間委託可能
業務の把握と課題検討を行い
ました。
　直営と民間委託の費用比較
の検討を行いました。

　給食センターの民営化に向け
て、安全面や費用効果を精査し、
移行について関係課協議及び関係
職員への周知を図りながら、移行
後の業務体制や安全性について、
保護者の理解を得られるよう十分
配慮し、導入年次等について検討
して行きます。

どちらとも言えない

取
組
結
果

　６月に提出されたモニタリング
調査結果の検証を進めました。
 
※今後集計結果を取りまとめ“公
の施設指定管理者選定審議会”に
諮り公表予定です。

コメント

取
組
方
針

まあまあ満足できる

　 集計作業にあま り 時間がかか
る よ う なモニタ リ ング調査は意
味がない。 今後、 野球場など の
指定管理の指定も ある こ と か
ら 、 その時期には、 き ちんと 活
かせる よ う にし てほし い。

あまり満足できない

満足できない

取り組み完了予定：平成25年度

南魚沼市アクションプラン

事　務　事　業　名

担当課 総務課

4 民間活用の推進

これまでの取り組み

　指定管理者制度におけるモ
ニタリング・評価に関する指
針を策定し、現在指定管理者
制度を適用している施設のう
ち、公募によるものを主に23
施設を選定し、管理運営の状
況を把握するためのモニタリ
ングを試行しました。

現状と課題・基本方針

取り組み開始：平成23年度

17.新たな指定管理委託への
検討

　市では、平成18年４月から
教育文化施設や旧広域連合の
施設などを中心に、現在64施
設について指定管理制度を活
用しています。
　制度導入から、5年が経過し
た中で、公共サービスの質の
向上と行政コストの節減につ
いてを十分検証し、今後も民
間事業者が実施することが、
より効果的な場合は順次進め
て行きます。

現状と課題・基本方針事　務　事　業　名

18.現業部門の外部委託の検
討

取り組み開始：平成23年度

取り組み完了予定：平成26年度

　市では運転業務、給食セン
ター業務、学校校務員業務、
保育園調理業務などの現業職
員の新規採用を行わず、減員
分は臨時職員で対応していま
す。将来の職員数を推計する
と平成28年頃までは給食セン
ター業務の臨時職員対応で補
うことが可能であると予測し
ています。
　しかし、それ以降では人員
不足となり、運転員、校務
員、保育所及び自校給食員も
含めた全体の中で、今後の業
務体制を検討しなければなり
ません。
　その1つの方策として、給食
センター業務の民間委託につ
いて、単に経費面だけではな
く、安全安心の確保を十分検
証しながら、検討する必要が
あります。

担当課 学校教育課(関係課)

　 検討の進捗率が悪い。 も っと
ス ピ ード アッ プが必要。
　 市民の理解を十分得ながら 進
めて行く 必要がある 。

取
組
方
針

取
組
結
果

H24行政改革推進委員の総合評価

H24行政改革推進委員の総合評価

どちらとも言えない

コメント

　モニタリング・評価制度の試行
を継続し、本格実施に向けて、試
行結果による制度の検証を進めま
す。
　平成24年6月に平成23年度の調
査結果がまとまります。その調査
結果を受けて、今後のモニタリン
グ調査の有り方を検討します。

平成25年度の取り組み内容

平成25年度の取り組み内容

取
組
結
果

取
組
結
果

取
組
方
針

　今後の市の指定管理者制度を維
持・チェックしていくための指針
策定のため、もう１年モニタリン
グ調査を継続して行います。
　指定管理者制度の形がい化（同
一事業者の継続と費用の増大）を
防ぐための手法を検証します。

民間事業者が実施することが適当な事務・事業や業務について検討します。

まあまあ満足できる
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南魚沼市アクションプラン

4 民間活用の推進 民間事業者が実施することが適当な事務・事業や業務について検討します。

●

●

平成25年度の取り組み内容

　 アク ショ ンプラ ンに挙げて検
討する こ と であったのか疑問が
ある 。

取
組
結
果

どちらとも言えない
取
組
方
針

　これまでの取組により、現行の健診
体制の中では、これ以上委託すること
のメリットが見い出せないと判断しま
したが、今後基幹病院の開院に合わせ
た医療再編に伴い健診体制の大幅な見
直しが必要と見込まれることから、効
率的かつ効果的な健診の実施と全部委
託の可能性について、引き続き検討し
ます。

　健診を効率的に行うため、次のこと
を実施し、保健師等の負担軽減が図ら
れ、コスト削減とともに一定の成果を
得ることができました。
・健診の日程調整・会場設営の簡略化
・受診者の配分調整
・婦人健診会場の事前準備を当日にし
た
・会場設営及び結果通知の作成・発送
事務を事務職が分担。
　

　引き続き、健診の効率的な実施を目
指し、実施体制、会場設定、日程等の
面からの検討を行います。
　健診事業の全部委託による保健師業
務の軽減と保健業務の充実に向けた体
制確保について、コストや保健事業の
目的達成度の点を含めて検討を行いま
す。

あまり満足できない

H24行政改革推進委員の総合評価

まあまあ満足できる

コメント

満足できる

平成24年度の取り組み内容

まあまあ満足できる

コメント

満足できない

あまり満足できない

　直営と委託で１年に２計画区の調査
を行うことになった場合、道路や水路
を管理する関係機関の立会いに２計画
区分対応できるかを調査した結果、各
関係機関も人員削減されており、現在
の立会いが手一杯の状態であるとの回
答を得ました。したがって、２計画区
の調査を並行して行うことは難しいと
いう結論に達しました。
　今後は、直営の１班体制とし、委託
可能な業務を検討することとして、ア
クションプランを終了します。

取
組
結
果

取
組
結
果

現状と課題・基本方針 平成24年度の取り組み内容これまでの取り組み

取
組
方
針

取
組
結
果

担当課 国土調査室

 受診環境の改善のため、一部会場
のワンフロア―化を図りました。
　また、全会場で胃がん検診を基
礎健診と同日に実施したことによ
り、日数の圧縮と利便性の向上を
図りました。
 健診の全部委託の可能性につい
て、健診機関とともに検討を行い
ましたが、健診時の保健師による
保健指導が、効果的であると判断
し当面継続することとしたことか
ら、完全委託には至りませんでし
た。

事　務　事　業　名

担当課 保健課

取り組み開始：平成23年度

これまでの取り組み

　委託に際しての問題点の洗
い出しを行い、地元業者との
検討を行った結果、市のシス
テムに対応したシステムの導
入や、調査を行う地元業者と
測量士等による組合の立上げ
など準備期間を置けば、委託
は可能であるという結論を得
ました。

取り組み完了予定：平成27年度

19.健診業務委託の検討

取り組み開始：平成23年度

事　務　事　業　名

 市の保健施策の柱である健診事業
は、医療機関及び健診機関への委
託等により実施していますが、次
のような課題があります。
①バリアフリーやプライバシーに
配慮した受診環境の整備が急務
②健診機関・会場の違いによる格
差がある
③コストの削減が必要

　また、これと併せて近年の精神
疾患等の対応の増加もあり、保健
師業務が複雑かつ多様化している
中、健診企画・調整及び会場設営
等の業務も重なり、保健師の負担
が過重となってしまい十分な活動
が出来ない状況となっています。
　これらのことから、健診業務と
保健師業務について、全体的に見
直す必要があります。

　市の地籍調査10箇年計画で
は、調査の進捗率を上げるた
めに、5年目から、現在の直営
と外部への委託を行い、１年
に２計画区域の調査を行うこ
ととしていました。
　これまで直営のみで行って
いる調査に加え委託による調
査をするためには、委託先や
県・国・高速道路会社・JRな
どの関係機関との調整や個人
情報の問題、市役所とのネッ
トワークシステムの管理など
の色々な課題の解決が必要で
す。

　※国土調査法において、調
査の実施を委託することが出
来ることとされています。

20.国土調査部門外部委託の
検討

取り組み完了：平成24年度

現状と課題・基本方針

取
組
方
針

　 具体的な改善内容と 今後の方
向性が見えない。
　 検討をし ていく う えで、 市の
良い面はそのま ま 維持し ていく
べき である 。

H24行政改革推進委員の総合評価

満足できる　平成24年度は、立ち合いが必要
な関係機関との調整を行うととも
に、職員の定員管理計画にもとづ
いた人員体制の中で、現計画の見
直しを進め、今後の体制につい
て、市としての方針決定を行いま
す。

取
組
方
針

どちらとも言えない

平成25年度の取り組み内容

満足できない

H24年度完
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南魚沼市アクションプラン

4 民間活用の推進 民間事業者が実施することが適当な事務・事業や業務について検討します。

取
組
結
果

平成24年度の取り組み内容 H24行政改革推進委員の総合評価

満足できる

取り組み開始：平成25年度

取り組み完了予定：平成26年度

21.上下水道料金徴収等業務
委託の検討

担当課 水道課 　市では、民間で行うことが
できる業務は、民間へという
考えで進めていますが、現
在、水道課で行っている上下
水道料金の徴収、開閉栓及び
窓口受付等は、他の自治体で
も民間委託化の流れとなって
います。
 業務委託をすることにより、
土曜日の営業や平日の時間延
長（19時）などによる市民
サービスの向上と、収納率の
向上を図ります。

事　務　事　業　名 現状と課題・基本方針 これまでの取り組み 平成25年度の取り組み内容

取
組
方
針

　すでに業務委託を行っている自
治体に視察に行き情報収集を行い
ながら、住民サービスやコスト削
減、個人情報の保護対策等、業務
内容を検討します。

取
組
結
果

まあまあ満足できる

どちらとも言えない

あまり満足できない

満足できない

コメント

取
組
方
針
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●

●

96.22% 96.92% 24年度見込は23年
度実績に前年同期
比を加除算出した
推計値である

滞納収納率 12.15% 12.29%

換価件数 135 120 144 184 25年1月末現在

機構収納額千円 6,396 11,509 25,432 52,417 25年1月末現在

12.43% 14.38%

合計収納率 81.61% 81.22% 80.97% 81.84%

あまり満足できない

コメント

どちらとも言えない

　 収納率が向上し 十分な成果が
あった。

　従来より収納強化策として、収
納嘱託員の増員するなどして訪問
徴収に力を入れてきましたが、な
かなか収納率は改善しませんでし
た。
　打開策として先進地への研修等
を重ね、県内の市では先陣を切っ
て平成21年度に税金のコンビニ収
納を開始しました。今後更に優良
納税者との公平性を保つため、預
貯金差押や不動産差押やインター
ネット公売などの新しい手法も取
り入れ、滞納処分の強化をしてい
く考えです。
　また他の料金のコンビニ納付へ
の検討、口座振替率の低下やコス
ト高などの課題についての検討も
必要です。

　訪問徴収を原則廃止する一
方、インターネット公売など
を取り入れた滞納処分を計画
し、捜索による動産差押とイ
ンターネットによる公売、不
動産公売を行いました。いず
れも市になってから初めての
実績となりました。
　また、徴収担当8名のうち2
名を現年催告担当に配置し、
年度内完納を勧奨する現年重
視体制の整備を行いました。

　懸念されていた現年市県民税の収納
対策として文書催告の前倒しと月次収
納率推移に合わせ班会議で電話催告等
を適宜決定しました。
　滞納処分では、２年連続で宅地とリ
ゾートマンションの公売、動産のイン
ターネット公売及び預貯金や給与等の
差押も積極的に行いました。
　また今年度で4年目となった地方税
徴収機構が定着し、過去３年分を上回
る収納額を記録し、収納率を押し上げ
る力になりました。
　今後も公平な負担と安定した税収確
保に向けた取り組みは継続しますが、
アクションプランとしての取り組みは
終了します。

取
組
結
果

平成24年度の取り組み内容
　預貯金差押、不動産差押、捜索によ
る動産差押等滞納処分及びインター
ネット公売を動産だけでなく不動産で
も実施します。
　子ども手当支給に伴う年少扶養控除
の廃止に伴う、現年市県民税の収納率
低下を防ぐ対策を行います。

取
組
方
針

取
組
結
果

平成24年度の取り組み内容 平成25年度の取り組み内容

取
組
方
針

満足できない

平成25年度の取り組み内容H24行政改革推進委員の総合評価

満足できない

満足できる

まあまあ満足できる

これまでの取り組み

南魚沼市アクションプラン

5 財政の健全化

取
組
結
果

　副市長を会長として、部長全員
と財政課長、総務課長及び企画政
策課長をメンバーとする「主要事
業検討会議」を組織化しました。
　全部署が施策事業の情報を共有
し、横断的な調整検討体制を強化
しました。効果的な実施に向けて
機能させていきます。

取
組
方
針

　早期に組織の再編（機能調整）
を進め、特に特別会計や事業会計
への繰出し金の増大などの諸課題
の解決に向けて、担当部署だけで
なく、全庁で検討、議論する体制
を確立させます。

まあまあ満足できる

どちらとも言えない

あまり満足できない

H24行政改革推進委員の総合評価

取り組み開始：平成23年度

取り組み開始：平成23年度

担当課 企画政策課

取り組み完了：平成24年度

取り組み完了：平成24年度

事　務　事　業　名

担当課 税務課

22.収納強化の具体策の推進

事　務　事　業　名

23.財政課題等の検討体制の
強化

これまでの取り組み

　実施計画（3年計画）の例年
見直しを通して、主要プロ
ジェクトの事業費についてそ
の精度も高まってきたことか
ら、税収の推計見直しなどと
ともに、最新の財政状況に基
づいた財政計画の見直しを行
いました。
　また、その進行管理のため
の検討組織のあり方について
方針検討をしました。

現状と課題・基本方針

収納実績 21年度 22年度 23年度 24年度見込 備考

現年収納率 95.87% 96.00%

人口減少に伴い、市の財政規模は確実に縮小せざるを得ません。極めて厳しい経済状況の下、将来に向かって持続できる財
政基盤を確立するため、経費の節減、市民の負担の適正化、歳入の確保に努めます。

現状と課題・基本方針

　財政健全化の計画期間が終
了して財政状況は目標通りに
改善されてきました。しかし
ながら、東日本大地震とそれ
に伴う放射能漏れ事故及び豪
雨などの自然災害により、国
県の施策の動向及び地域の経
済情勢の変化が激しく、今後
も一層厳しい財政状況となる
ことが予想されることから、
財政課題への検討体制を強化
しなければなりません。
　庁議、行政改革推進本部な
ど既存の会議と機能調整し、
担当部署、政策、財政部門に
限らず、情報を共有するとと
もに、広く意見をもとめなが
ら検討する体制づくりが求め
られます。

コメント

満足できる

取
組
結
果

　 検討会議の組織化は高く 評
価。 今後の更なる 効率的な財政
運営を期待する 。

取
組
方
針

H24年度完

H24年度完
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南魚沼市アクションプラン

5 財政の健全化
人口減少に伴い、市の財政規模は確実に縮小せざるを得ません。極めて厳しい経済状況の下、将来に向かって持続できる財
政基盤を確立するため、経費の節減、市民の負担の適正化、歳入の確保に努めます。

事　務　事　業　名 現状と課題・基本方針 これまでの取り組み

担当課 企画政策課 　既存の公共施設の老朽化が
すすみ、将来的に施設の改築
や改修が見込まれています。
改築や修繕に多大な経費が必
要となり、財政を圧迫するこ
ととなります。
　また、少子高齢化や人口減
少などから、将来的に利用状
況の変化が見込まれることか
ら、機能の統合や配置変更に
より、効率的な施設の更新が
必要となっています。
　そのため、複合化や適正規
模の検討し、既存の施設の更
新整備計画の策定を進める必
要があります。

　

取り組み開始：平成25年度

取り組み完了予定：平成　　年度

24.公共施設の更新整備計画
の策定

取
組
結
果

平成24年度の取り組み内容 H24行政改革推進委員の総合評価

取
組
方
針

満足できる

まあまあ満足できる

どちらとも言えない

あまり満足できない

満足できない

コメント

取
組
結
果

平成25年度の取り組み内容

取
組
方
針

　平成25年度で整備計画の基本と
なる施設台帳の整備を行うととも
に、施設ごとの具体的な整備の方
向性と実施時期を定めた整備計画
の策定を進めます。
　特に、改修の時期が迫っている
施設については、実際に複合化な
どを検討しながら整備します。
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